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女性に対する暴力根絶のための
シンボルマーク

　相談は、無料で予約はいりません。秘密は固く守られます。
　12月8日㈭　午前10時～午後４時
　市役所第２会議室
　あらゆる場面における人権に関する相談
相談員　人権擁護委員
★人権擁護委員とは
　法務大臣から委嘱された人権擁護委員は、国民の基本的
人権が侵害されないように監視し、侵害があった場合には、適
切な処置を講ずることによって救済を図ります。
★人権週間〈12月4日（日）～10日（土）〉
　市役所ロビーにおいて、12月７日から９日まで人権啓発パネル
の展示をします。

　配偶者などからの暴力、性犯罪、売買春、セクシャル・

ハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する暴力は、

女性の人権を著しく侵害する

ものです。

　この機会に、男女のあり方を

見直し、よりよい男女共同参画

社会をつくっていきましょう。

11月25日は「女性に対す

る暴力撤廃国際日」です。

八潮市特別人権相談所開設 女性に対する暴力をなくす運動不用品
あっせんコーナー

ゆずります
●ベビールーム
　（おもちゃ付き・無償）
●二段ベッド
　（木製・無償）
●セミダブルベッド
　（無償）

□日
□場
□内

　人権・男女共同参画課☎○内８１１□問

〈11月12日（土）～25日（金）〉

※問題が生じたとき
は当事者間で解決し
ていただき、市は責
任を負いかねます。
　　 商工観光課
☎○内３３６
□申□問

おしらせHOTコーナー　案内・催し
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　この運動は、火災予防思想を一層広めることで火災の発生を防止し、高齢者
などを中心とする死者の発生を減らし、財産の損失を防ぐことを目的としています。
【重点目標】
１ 住宅防火対策の推進
　条例により義務化された住宅用火災警報器を設置しましょう。
　＊悪徳な訪問販売員による被害が各地で多発しています。十分注意しましょう。
２ 放火火災防止対策の推進
　ゴミは収集日に出すことを徹底し、家の周りに新聞、雑誌など燃えやすいものは
置かないようにしましょう。
３ 地域の防火対策の推進
　防災訓練に進んで参加し、地域ぐるみの協力体
制を築きましょう。

 ３つの習慣
　☆寝たばこは、絶対しない。
　☆ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で
　使用する。
　☆ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火
　を消す。
 ４つの対策
　☆逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
　☆寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために防炎物品を使用する。
　☆火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
　☆お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
　 消防本部予防課☎９９６０１３４

『消したはず  決めつけないで  もう一度』
全国秋の火災予防運動 11月９日～11月１５日

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
☆☆　３つの習慣・４つの対策　☆☆

□問

消化器の使い方

火のそばを離れるときは、必ず火を消す


